
【様式１】                            

規制の事前評価書 

 

法律又は政令の名称：強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案  

規 制 の 名 称：我が国のエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図るため、再生可能 

エネルギーの導入拡大を規制的導入手法の導入により推進する政策 

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 

  評 価 実 施 時 期：令和２年２月 

 

１ 規制の目的、内容及び必要性 

① 規制を実施しない場合の将来予測（ベースライン） 

「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況」について、明確かつ簡

潔に記載する。なお、この「予測される状況」は 5～10年後のことを想定しているが、課題

によっては、現状をベースラインとすることもあり得るので、課題ごとに判断すること。

（現状をベースラインとする理由も明記） 

 

【規制の新設】 

電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法（以下「再エネ特措法」と

いう。）に基づく固定価格買取制度（以下「FIT制度」という。）は、発電事業者が発電した再

生可能エネルギー電気を電気事業者が固定価格で一定期間にわたって買い取ることを義務付

ける制度であり、これにより再生可能エネルギーの導入は大きく拡大した（平成 23年度 10％

→平成 29 年度 16％）。その一方で、賦課金による全国の電気の使用者の負担は年間 2 兆円を

超える規模に増大するとともに、FIT制度下において発電事業者は、常に最大発電電力量を確

保することを目指すため、電気の需給ひっ迫時にはそれを受け入れる系統側のコストが増大す

る等、需給調整の複雑化による電力システムへの悪影響等も生じている。また、FIT認定取得

後運転を開始しない未稼働案件による系統容量の空押さえや、FIT制度の導入以降、特に急速

に普及した太陽光発電に関してそのパネルに有害物質（鉛、セレン等）が含まれていることも

相まって、FIT 制度の支援終了後に発電設備が放置・不法投棄されることに対する懸念が高ま

っている。 

こうした現状を踏まえ、賦課金による全国の電気使用者の負担を抑制しつつ電力システムへ

の悪影響を軽減できるよう、現行 FIT制度を大きく見直す必要があるとともに、空押さえされ

ている系統容量を開放し、その有効活用に資するよう未稼働案件について認定の失効措置を規

定する等の適切な措置を講じる。また、事業終了後に太陽光発電設備が放置・不法投棄される

ことに対する懸念の払拭のため、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立を担保する仕組みを検討

することが必要である。 

これらの措置が行われない場合、FIT制度に基づく国民負担や電力システムに与える悪影響
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が増大していくとともに、系統容量の空押さえが新規参入者を阻害し、地域と共生した形での

再エネ事業の事業運営が図られなくなり、再エネ導入が進まず、長期エネルギー需給見通しで

定める 2030 年度の再エネ導入水準（22～24％）や第 5 次エネルギー基本計画に掲げる再エネ

の「主力電源化」といった政策ターゲットが達成されないことが見込まれる。 

 

 

② 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討（新設にあっては、非規制手段との比較に

より規制手段を選択することの妥当性） 

課題は何か。課題の原因は何か。課題を解決するため「規制」手段を選択した経緯（効果

的、合理的手段として、「規制」「非規制」の政策手段をそれぞれ比較検討した結果、「規

制」手段を選択したこと）を明確かつ簡潔に記載する。 

 

【課題及びその発生原因】 

＜①電気事業者に対する一時調達契約（配電事業者においては特定契約も含む）申込の応諾

の義務付け＞ 

FIT 制度に基づく再エネの導入拡大により、賦課金による全国の電気の使用者の負担は年間

2兆円を超える規模に増大している。FIT制度においては、発電した再エネ電気が電力市場の

需給状況や市場価格の変動に依らず、必ず固定価格で買取られることが担保されているため

発電事業者にとって市場の需給状況に応じた発電行動を取るインセンティブがなく、常に最

大発電電力量を確保することを目指した発電行動につながるため、需給調整コストの増大に

よる電力システムへの悪影響等も生じている。  

そのため、今般の改正により、再エネの電力市場への統合を図る新制度として、現行 FIT制

度における送配電事業者による固定価格での買取りではなく、発電事業者が卸電力取引市場

や小売事業者との相対取引等（以下「市場取引等」という。）で自ら再エネ電気を売電し、そ

の売電量に応じて追加的な交付金（以下「供給促進交付金」という。）を交付する新制度（以

下「FIP制度」という。）を新たに導入する。  

その際、市場取引等により売電し、交付金を受け取る発電事業者が、相対取引先である小売

電気事業者の破産等の契約相手の事情により突然買手を失い、すぐに別の契約先を見つけら

れない場合も想定される。そのような発電事業者に帰責性のない事由により、再エネ電気の

売電に付随する交付金を受け取れなくなることは、発電事業の継続に大きな負担をもたらす

ものであるため、新制度の趣旨に鑑み、緊急避難措置を講ずる必要がある。 

 

＜②未稼働案件に対する失効措置＞ 

2012 年 7月の FIT 制度開始以降、特に事業用太陽光発電は急速に FIT 認定・導入量が拡大

し、資本費などが低下したことにより、その調達価格は他電源に比べて大きく低減した一方

で、認定時に調達価格が決定する制度の枠組みであることを利用して、認定と運転開始のタ

イミングをずらすことにより価格低下の恩恵にあずかることを目的に、運転開始の見込みの

ないまま認定のみを取得する未稼働案件が大量に生じ（2019年 9月末時点において約 196,000



2 
 

件）、制度の歪みが顕著に現れた。 

そのため、未稼働案件によって、①高額案件の稼働が後ろ倒しとなることによる将来的な

国民負担増大の懸念、②設備投資の先送りによる新規開発・コストダウンの停滞、③系統容量

の空押さえによる新規参入の阻害といった問題が生じており、これらの問題を解消するため

に適切な規制を設ける必要がある。 

また、接続契約を締結し、運転開始期限が設定された案件であっても事業性が悪化してい

ても、事業者自らの発意により事業撤退を判断し、法律上の廃止届を提出するに至らず、運転

を開始せず放置されている案件が存在しており、今後その数は増えていくことが見込まれる。 

 

＜③太陽光発電設備の廃棄等費用の積立を担保する制度の創設＞ 

2012 年から開始された FIT 制度では、太陽光発電設備の適正な処理を促すため、制度創設

以来、解体等費用を想定した上で、その解体等費用を織り込んで調達価格を決定してきてお

り、発電事業者が、調達期間終了後（基本的には運転開始 20年後）に備えて事業者自身によ

る積立てを実施することが期待されるものの、低圧の小規模事業を中心に実施率が低かった。 

こうした状況を踏まえ、事業用太陽光発電設備（10kW 以上）の解体等費用については、2018

年 4 月に積立てを努力義務から義務化し、同年 7 月から定期報告において解体等費用の積立

て進捗状況の報告を義務化した。しかし、それでもなお、積立て水準や時期は事業者の判断に

委ねられることもあり、依然として適切なタイミングで必要な資金確保ができないのではと

の懸念が残っており、2019 年１月末時点において積立てをしていない事業者の割合は、20kW

以上～50kW 未満の太陽光発電設備を用いて発電事業を行う事業者については約 83％、50kW以

上の太陽光発電設備を用いて発電事業を行う事業者については約 84％となっており、積立て

の実施率は低いのが現状である。 

 

＜④電気事業者に対する納付金の納付の義務付け＞ 

電気事業者には認定事業者からの特定契約（①で新設の「一時調達契約」を含む、以下同

じ。）申込に対する応諾及びそれに基づく再エネ電気の買取りが義付けられているところ、買

い取った再エネ電気は卸電力取引市場等で売電することとなっており、電気事業者には、調

達に要した費用（＝以下「Ａ」とおく）から、回避可能費用（特定契約に基づく再エネ電気調

達により支出を免れた費用や当該電気を卸電力市場等で売電することにより得た売却益）（＝

以下「Ｂ」とおく）を控除した額が、交付金として支払われることになっている。 

これまではＡがＢを上回ることが当然であったが、近年、技術革新等を通じた再エネ発電

コストの低下により調達価格の額が年々低下していることを踏まえると、将来的に、調達価

格が卸電力市場における平均価格を下回ることも十分に想定される。その場合、ＡがＢを下

回り、交付金の額が 0 以下となるため、交付金は支払われないこととなるが、それでもなお

ＢとＡの差額が買取義務者である電気事業者の収益として手元に滞留することとなる。 

その一方で、当該差益は、電気事業者が本法律の規定に基づき履行した再エネ電気調達に

よって生じた差益であり、法の趣旨に鑑みれば、その利益は電気事業者が保持するのではな

く国民に還元するべきものであると考えられる。 
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【規制の内容】 

講じる規制の措置内容としては以下の４点。 

＜①の規制に関して＞ 

 FIP制度において、発電事業者側に帰責性のない事由により再エネ電気の売買取引を行うこ

とができず不利益が生じることのないように、一時的な緊急避難措置として、当該事態に陥

った発電事業者が FIP 制度の下で継続して市場取引をした場合に得られたであろう収入（以

下「基準価格」という。）から一定率を割り引いた価格（以下「一時調達価格」という。）で、

電気事業者がその電気を買い取ることを義務づける仕組みを導入する。 

 なお、あわせて今般の電気事業法の改正により、「特定の区域において、主要系統と接続し

た既存設備の運用・管理によって、一般送配電事業者から譲渡又は貸与された配電系統を維

持・運用し、託送供給及び電力量調整供給を行う者」として新たに定義される配電事業者につ

いて、本法において「電気事業者」として定義されている一般送配電事業者及び特定送電事業

者と同様に、自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物を保持しており、その供給区域

は排他的であることから、新たに「電気事業者」の定義に追加することが妥当であり、それに

ともない、今般の改正前より電気事業者に課される義務である特定契約申込の応諾義務付け

は、配電事業者にも適用される。 

 

②未稼働案件に対する失効措置 

 認定事業者が、再エネ発電事業計画の認定を受けた日から起算して再生可能エネルギー発

電設備の区分等ごとに一定期間内に当該認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を開始

しなかったときは、その認定は失効する措置を講ずる。 

 

③太陽光発電設備の廃棄等費用の積立を担保する制度の創設 

 解体等費用をより確実に担保するため、FIT 認定を受けた 10kW 以上の全ての太陽光発電事

業を対象に、原則として解体等費用の外部積立てを義務付ける。 

 

④電気事業者に対する納付金の納付の義務付け 

 特定契約による買取りによって、買取義務者である電気事業者に生じた差益（ＡからＢを

控除した額の絶対値）については、広域的運営推進機関（以下「推進機関」という。）に納付

を義務付ける。  

 

【規制以外の政策手段の内容】 

＜①の規制に関して＞ 

発電事業者に帰責性のない事由により売電を行うことが困難になった場合において、当該

事態に陥った事業者側からの申し出に基づき、国が新たな買い手となる小売電気事業者等を

公募により選定することで、当該事業者が再度 FIP 制度に基づく売電を行うことができるよ

うにその電気の売電先を斡旋する手段も考えられるが、多大な行政コストと事業者選定まで

に一定の時間を要するものであり、本規制の趣旨が自らに帰責性のない事由に売電が困難と

なりそれにより事業者の収入構造に負担が生じることを防ぐことであることを踏まえれば、

売電が困難となった時点から売電先が見つかるまでのタイムラグを極力短くすることが不可
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欠であることから、課題解決の手段として適当ではないと判断される。また、公的な公募によ

り一部の事業者を選定することとなり、小売事業者間の平等性を歪めることにも繋がるもの

でもあることから、課題解決の手段として望ましくない。 

 

＜②の規制に関して＞ 

現行の制度において、再エネ発電事業計画の認定の効力を失わせる方法は、事業の廃止の

届出により、認定事業者が発電事業に対する廃止届を提出し、当該事業を廃止した場合又は、

認定の取消しにより、認定事業者が認定計画に従って発電事業を行っていないとして、当該

認定を取り消す場合に限られている。しかしながら、前者の措置については、認定事業者の発

意に依る届出であるため、未稼働案件の放置への対策として実効性を伴わない。後者の措置

については、認定の取消しという不利益処分をしようとするときは、行政手続法の規定に基

づき、当該不利益処分の名あて人となるべき者（認定事業者）について、意見陳述のための聴

聞を行うと同時に、当該名あて人に対し、当該不利益処分の理由を示さなければならない、な

どの適正手続を執ってはじめて認定を取り消すことが可能となるため、1件を取り消すために

多くの行政コストが生じる。そのため、一定の要件に該当した案件については、取消しによら

ず、効力を失わせる規制措置が必要である。 

 

＜③の規制に関して＞ 

FIT制度では、発電設備の適正な処理を促すため、制度創設以来、解体等に要する費用を想

定した上で、その費用を織り込んで調達価格を決定してきており、発電事業者自身において、

調達期間終了後に備えて積立てを実施することが期待されている。しかし、積立ての実施率

が芳しくなかったことに鑑み、積立てを努力義務から義務化したが、それでも依然として積

立ての実施率は低いのが現状である。 

外部機関に積み立てさせる規制手段によってではなく、事業者自身による解体等費用の積

立てを促す非規制手段によって解体等費用の確実な確保を促すことは可能であるが、上記現

状の事業者自身による積立ての実施率が低いこと、また今後の太陽光発電設備の放置・不法

投棄に対する懸念等を踏まえると、法律上に義務を明記することが重要であり、今回の規制

の新設措置を講ずることが必要である。 

 

＜④の規制に関して＞ 

市場価格の額が調達価格の額を下回った場合において、調達価格の額を市場価格と同水準

まで引き下げることで、特定契約に基づく再エネ電気の買取りに際して電気事業者に差益を

生じさせないようにする手段も考えられるが、FIT制度が、コスト競争力が他電源と比べてま

だ十分でない再エネの投資予見を強固に担保し導入拡大を推進する支援措置であるという制

度的趣旨を踏まえれば、調達期間中に調達価格の額を市場価格水準まで引き下げることは、

投資の予見可能性を著しく毀損することとなることから適当ではなく、課題解決の手段とし

て適当ではないと判断される。 
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２ 直接的な費用の把握 

③ 「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上で推計すること

が求められる。しかし、全てにおいて金銭価値化するなどは困難なことから、規制を導入した

場合に、国民が当該規制を遵守するため負担することとなる「遵守費用」については、特別な

理由がない限り金銭価値化を行い、少なくとも定量化して明示する。 

＜①の規制に関して＞ 

【「遵守費用」について】 

調達契約による買取りに際し、発電事業者にとっては一時調達契約の申込及び解除に係る書類

の作成・提出に係る費用が、電気事業者にとっては電気の買取りに係る費用が新たに発生する。 

 

【「行政費用」について】 

 納付金の納付者である電気事業者には、広域的運営推進機関からの通知を踏まえて納付金の納

付を行う際の事務費に係る費用負担が発生する。 

 

なお、各費用については、発電事業者それぞれの事情によって異なることや今後調達価格等算

定委員会にて議論される FIP制度における基準価格の額及びその額を基に経済産業省令で定める

方法により算定した一時調達価格の額や、FIP 制度開始後に実際に発生する一時調達契約の契約

数によって決まるため、定量的な試算を行うことは困難である。 

 

＜②の規制に関して＞ 

【「遵守費用」について】 

本規制は、一定期間を経過しても運転を開始しない再エネ発電事業に関して、その認定を失効

させるものであるため、規制を受ける事業者が負担する新たな費用は発生しない。 

 

【「行政費用」について】 

一定期間を経過しても運転を開始しない再エネ発電事業に関して、その認定を失効させるとき

は、行政手続法の規定に基づき、その認定を取り消すこととしていたが、本規制の導入により、

当該認定の取消しにかかる行政コストを削減することができる。 

 

＜③の規制に関して＞ 

【「遵守費用」について】 

FIT 制度では、発電設備の適正処理を促すため、制度創設当初から一貫して、解体等費用を織

り込んで調達価格を決定してきており、発電事業終了後に備えた解体等費用の積立ては、従前か
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ら事業者自身による積立てが求められているが、制度改正の前後で規制の対象となる事業者が確

保しておくことが必要な金額に差異が生じるものではないため、新たな費用は発生しない。 

 

【「行政費用」について】 

本制度の対象となる事業者が積み立てる積立金を管理する業務については、広域的運営推進機

関が担うことになるが、その管理業務に要する費用が追加費用として発生する。 

 

＜④の規制に関して＞ 

【「遵守費用」について】 

納付金の納付者である電気事業者には、広域的運営推進機関からの通知を踏まえて納付金の納

付を行う際の事務費に係る費用負担が発生する。 

 

【「行政費用」について】 

広域的運営推進機関には、市場価格と調達価格の差分及び各電気事業者が特定契約によって調

達した再エネ電気の量等を基に、各電気事業者が納付すべき納付金の額の算定及びその通知に係

る費用負担が発生する。 

 

 

 

④ 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 

規制緩和については、単に「緩和することで費用が発生しない」とするのではなく、緩和

したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモニタリングを行う必要が

生じる場合があることから、当該規制緩和を検証し、必要に応じ「行政費用」として記載す

ることが求められる。 

 

規制の緩和ではないため、該当せず。 
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３ 直接的な効果（便益）の把握 

⑤ 効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 

規制の導入に伴い発生する費用を正当化するために効果を把握することは必須である。定

性的に記載することは最低限であるが、可能な限り、規制により「何がどの程度どうなるの

か」、つまり定量的に記載することが求められる。 

今般の制度改正に基づいた更なる再生可能エネルギーの導入の拡大は、長期エネルギー見通し

（平成 27年度経済産業大臣決定）で示された、安全性を大前提としつつ安定供給・経済効率性・

環境適合を達成するエネルギーのベストミックスの実現に寄与する。 

【長期エネルギー需給見通しの実現により得られる便益（2030年度）】 

a.）安定供給：エネルギー自給率 24.3％程度（2012年 6.3％） 

b.）環境適合：エネルギー起源 CO2排出量の 2013年度総排出量比 21.9％減 

※エネルギ－政策全体として長期エネルギー需給見通しを実現した場合の数値 

 

 

⑥ 可能であれば便益（金銭価値化）を把握 

把握（推定）された効果について、可能な場合は金銭価値化して「便益」を把握すること

が望ましい。 

 

低炭素の国産エネルギー源である再生可能エネルギーの導入は、我が国の CO2 排出量の削減

やエネルギー安全保障の強化という便益のみならず、コスト競争力のある電源となることによ

って燃料費の削減に伴う電力コストの引き下げという便益ももたらす。 

 具体的には、今般の制度に基づいた再生可能エネルギーの導入拡大は、長期エネルギー見通

し（平成 27 年経済産業大臣決定）で示された、安全性を大前提としつつ安定供給・経済効率

性・環境適合を達成するエネルギーのベストミックスの実現に寄与する。 

【長期エネルギー見通しの実現により得られる便益（2030年度）】 

・経済効率性：電力コスト 9.5兆円（2013年度 9.7兆円） 

※エネルギー政策全体として長期エネルギー需給見通しを実現した場合の数値 
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⑦ 規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 

規制の導入に伴い要していた遵守費用は、緩和により消滅又は低減されると思われるが、

これは緩和によりもたらされる結果（効果）であることから、緩和により削減される遵守費

用額は便益として推計する必要がある。また、緩和の場合、規制が導入され事実が発生して

いることから、費用については定性的ではなく金銭価値化しての把握が強く求められる。 

 

 規制の緩和ではないため、該当せず。 

 

 

４ 副次的な影響及び波及的な影響の把握 

⑧ 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握するこ

とが必要 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響については、「競争評価チェックリスト」の結

果を活用して把握する。 

 

特になし。 

 

 

５ 費用と効果（便益）の関係 

⑨ 明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化で

きるか検証 

上記２～４を踏まえ、費用と効果（便益）の関係を分析し、記載する。分析方法は以下の

とおり。 

① 効果（便益）が複数案間でほぼ同一と予測される場合や、明らかに効果（便益）の方

が費用より大きい場合等に、効果（便益）の詳細な分析を行わず、費用の大きさ及び負

担先を中心に分析する費用分析 

② 一定の定量化された効果を達成するために必要な費用を推計して、費用と効果の関係

を分析する費用効果分析 

③ 金銭価値化した費用と便益を推計して、費用と便益の関係を分析する費用便益分析 
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①から④までの規制を講じた場合、発電事業者、電気事業者及び推進機関等に、一定の遵

守費用又は行政費用が発生するものの、これらの規制が創設されれば、国民負担の抑制を図

りつつ、再エネの電力市場への統合を通じた適正な導入拡大が進むことによって長期エネ

ルギー需給見通しの実現が図られ、安定供給・経済効率性・環境適合の達成を通して我が国

の経済社会の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することとなる。 

 

６ 代替案との比較 

⑩ 代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から 

比較考量し、採用案の妥当性を説明 

代替案とは、「非規制手段」や現状を指すものではなく、規制内容のオプション（度合

い）を差し、そのオプションとの比較により導入しようとする規制案の妥当性を説明する。 

 

＜①の規制に関して＞ 

発電事業者に帰責性のない事由により売電を行うことが困難になった場合において、当該

事態に陥った事業者側からの申し出に基づき、国が新たな買い手となる小売電気事業者等を

公募により選定することで、当該事業者が再度 FIP制度に基づく売電を行うことができるよ

うにその電気の売電先を斡旋する手段も考えられるが、多大な行政コストと事業者選定まで

に一定の時間を要するものであり、本規制の趣旨が自らに帰責性のない事由に売電が困難と

なりそれにより事業者の収入構造に負担が生じることを防ぐことであることを踏まえれば、

売電が困難となった時点から売電先が見つかるまでのタイムラグを極力短くすることが不

可欠であることから、課題解決の手段として適当ではないと判断される。また、公的な公募

により一部の事業者を選定することとなり、小売事業者間の平等性を歪めることにも繋がる

ものでもあることから、課題解決の手段として望ましくない。 

 

＜②の規制に関して＞ 

現行の制度において、再エネ発電事業計画の認定の効力を失わせる方法は、事業の廃止の

届出により、認定事業者が発電事業に対する廃止届を提出し、当該事業を廃止した場合又は、

認定の取消しにより、認定事業者が認定計画に従って発電事業を行っていないとして、当該

認定を取り消す場合に限られている。しかしながら、前者の措置については、認定事業者の

発意に依る届出であるため、未稼働案件の放置への対策として実効性を伴わない。後者の措

置については、認定の取消しという不利益処分をしようとするときは、行政手続法の規定に

基づき、当該不利益処分の名あて人となるべき者（認定事業者）について、意見陳述のため

の聴聞を行うと同時に、当該名あて人に対し、当該不利益処分の理由を示さなければならな

い、などの適正手続を執ってはじめて認定を取り消すことが可能となるため、1 件を取り消

すために多くの行政コストが生じる。そのため、代替案は課題解決のための方策として妥当

でない。 
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＜③の規制に関して＞ 

解体等費用について、個々の事業者に対して信託銀行等に信託させることを義務付けるこ

とで、各事業者の一般財産から隔離する措置を講じることが考えられる。しかし、改正案に

おいては、各事業者の売電収入から解体等費用に相当する額を差し引いて事業者に交付する

ことによって確実な積立金の積立てを担保しているが、代替案では事業者自身による積立て

を求めるものであるため、制度の対象となる多数（既稼働で 50万件以上）の事業者の積立て

を担保することが困難である。また、改正案は、積立対象となる事業者にとっても、別途解

体等費用に相当する額を積み立てることが不要となるため、手続き的な負担も軽減される。

以上を踏まえると、代替案は妥当とは考えられない。 

 

＜④の規制に関して＞ 

市場価格の額が調達価格の額を下回った場合において、調達価格の額を市場価格と同水準

まで引き下げることで、特定契約に基づく再エネ電気の買取りに際して電気事業者に差益を

生じさせないようにする手段も考えられるが、FIT 制度が、コスト競争力が他電源と比べて

まだ十分でない再エネの投資予見を強固に担保し導入拡大を推進する支援措置であるとい

う制度的趣旨を踏まえれば、調達価格の額を市場価格水準まで引き下げることは適当ではな

く、課題解決の手段として適当ではないと判断される。 

 

７ その他の関連事項 

⑪ 評価の活用状況等の明記 

規制の検討段階やコンサルテーション段階で、事前評価を実施し、審議会や利害関係者から

の情報収集などで当該評価を利用した場合は、その内容や結果について記載する。また、評価

に用いたデータや文献等に関する情報について記載する。 

 

今般の制度の創設は、再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会や太陽光発電設備

の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ等における議論や、電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第２条第３項の規定、エネルギー基本計

画（平成 30年閣議決定）、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和元年閣議決定）、

経済財政運営と改革の基本方針 2019（令和元年閣議決定）等の政府計画等を踏まえて措置を

行うものである。 

 

＜再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会＞ 

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/005/ 

＜太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ＞ 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/taiyoko_haikihiyo_wg/index.html  
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８ 事後評価の実施時期等 

⑫ 事後評価の実施時期の明記 

事後評価については、規制導入から一定期間経過後に、行われることが望ましい。導入した

規制について、費用、効果（便益）及び間接的な影響の面から検証する時期を事前評価の時点

で明確にしておくことが望ましい。 

なお、実施時期については、規制改革実施計画（平成 26年 6月 24日閣議決定）を踏まえる

こととする。 

 

当該規制については、本法案附則第 12条において再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する法律の施行後 5年を経過した後適当な時期に見直す旨が規定されているため、施行から

5年後に事後評価を実施する。 

 

 

⑬ 事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあら

かじめ明確にする。 

事後評価の際、どのように費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するのか、その把握

に当たって必要となる指標を事前評価の時点で明確にしておくことが望ましい。規制内容に

よっては、事後評価までの間、モニタリングを行い、その結果を基に事後評価を行うことが必

要となるものもあることに留意が必要 

  

本法に基づく再エネ導入量及び国民負担額の推移、未稼働案件の件数、廃棄等費用の積立金

の積み立て状況等を確認することとする。 

 


